
定期調査報告書の作成手引き
建築物

1. 定期調査報告書 （第36号の2様式）
2. 調査結果表 （別記）
3. 調査結果図 （別添１様式）
4. 関係写真 （別添２様式）
5. 定期調査報告概要書 （第36号の3様式）
6. 受付管理票
7. 提出書類の綴り方
8. チェックリスト

防火設備
1. 定期検査報告書 （第36号の9様式）
2. 検査結果表 （別記第第1号～第4号）
3. 検査結果図 （別添１様式）
4. 関係写真 （別添２様式）
5. 定期検査報告概要書 （第36号の8様式）
6. 受付管理票
7. 提出書類の綴り方
8. チェックリスト

参考資料
1. 既存不適格
2. よく見られる指摘事項

H29.9

鳥取県生活環境部くらしの安心局
住まいまちづくり課

1



１ 定期調査報告書（第36号の2様式）

代表となる調査員の指名を記入（個人印）
自署で行う場合は押印を省略可

印

印

所有者と管理者が同じ場合、【２．管理者】欄に「同
上」 、「所有者と同じ」として記入を省略可複数の場
合は別紙に記載

・正本副本に両方に押印
・法人の場合法人印を押印する

当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入。３名以上
の場合別紙に記入

法人の場合、勤務先について記入。法人でない場合、調査者の住所
等を記入

建築物

建築士の資格で調査をする場合は、建築士法第23条の定めにより
建築士事務所の登録が必要です



複合の場合、面積の大きい順

「要是正」の項目がすべて「既
存不適格」の場合のみ☑を入
れる

第３面【２．調査の状況】の【ハ．改善予定
年月】のうち、最も早いものを記入



定期調査報告書（第36号の2様式）

該当する全ての構造に☑を入れる

最上階から
記入

上階

下階

異種用途区画に
関わるものは、必
ず面積を分けて記
入する

法第22条区域、災害危
険区域の場合は「その
他」に☑し、「法第22条
区域」、「災害危険区
域」と記入



≪注意１≫５～７欄の記入する情報について【共通】

・建築確認がある工事・・・確認番号・検査済番号、各交付年
月日」を記入
・確認済証のない工事・・・「工事が完了した日」を記入

確認時期の確認は既存不適格の判断に必要な情報なので、
必ず確認ください。

確認年月日等は、確認申請書等を紛失した場合、台帳・建
築計画概要書等で調べられることができますので、窓口で
概要書の閲覧等により確認をし、記入してください。

５欄又は７欄に記載のうち、直近の
建築確認に関する情報を記入

初回の調査の場
合は対象外に☑を
入れる

• 新築時の情報を記入
• 前回の調査時より前の増築、改築、
用途変更、模様替の情報を記入

※≪注意１≫参照

前回調査時以降（初回調査の場
合は、新築時以外）の増築、改築、
用途変更、模様替の情報をすべて
古い順に記入 ※≪注意１≫参照



定期調査報告書（第36号の2様式）
今回の調査が終了した年月日を記入。

この日から３か月以内に報告書を提出

直前の報告日（受
付印の日付け）を
記入。報告の対象と
なっていない場合は、
「未実施」に☑

直前の報告日（受付印の日
付け）を記入。初回の報告は、
「未実施」に☑

調査結果表１について記入

調査結果表２について記入

調査結果表３について記入

調査結果表４について記入

調査結果表５について記入

調査結果表６について記入

✔ ✔

②指摘なしの場合
イ 指摘なしに☑
ロ、ハ 記入不要

✔

✔

①すべて既存不適格
イ 例のとおりに☑
ロ 記入不要
ハ 改善予定を記入

③既存不適格以外の要是正があ
る場合
イ 例のとおりに☑
ロ 既存不適格以外の指摘を記入
ハ 改善予定を記入

・既に改善済の場合、改善が完
了した年月
・改善予定の場合、最も早い年月

✔

✔ 29 12
防火扉がくさびで固定されている



旧耐震基準の場合
（S56.5.31以前）

新耐震基準の場合
（S56.6.1以降）

前回調査時以降に把握した不具合だけを記入

不具合とは、内装材の脱落等のこと。要是
正の指摘は含まないので注意



不具合がない場合、第四面は不要

調査結果表の要是正の指摘は不具合に含まれない



定期調査報告書（第36号の2様式）
注意事項についての書類は添付不要



該当しない調査項目がある場合は、対
象外として「番号」欄から「担当調査者番
号」欄まで取消線で抹消してください

既存不適格であ
る場合は「要是正」
と「既存不適格」に
「○」を記入

1（１１）外壁でタイル
貼り、モルタル仕上
げ、に該当する場合
は、打診調査が必
要

４（１）防火区画で、
昇降機の乗場扉に
遮煙性能がない場
合は、既存不適格
に該当

防火区画
４ （１）・・・竪穴区画
４ （２）・・・面積区画、高層区画
４ （３）・・・異種用途区画

外装仕上げはコンク
リート打放し仕上げ
等は対象外

2 調査結果表



５ 調査結果表

特定天井 ４ （２５）
200㎡を超え、かつ天井高さ６ｍ
を超える特定天井がある場合記
入、ない場合は取消線

石綿等 4 （42）
・ない場合は取消線

・図面等の判断で石綿含有吹付建材使用
の恐れがあり、分析調査を行っていない場
合も「要是正」記入

４ （16） 内装制限

排煙設備 5 （27）
・自然排煙口のみが設置されている場合も
調査対象
排煙設備 5 （28）
・機械式の排煙設備の調査結果を記入



特記事項には、既存不適格を含め、要是正の項目はすべて記入
• 既存不適格の場合はその旨を「指摘の具体的内容等」に記載
• 改善予定年月は（ ）付けで記入し、すでに改善済の場合は、
改善が完了した年月を（ ）なしで記入

• 同じ項目に２以上の指摘がある場合は、どちらも記入する

改善予定年月は、既存不適格の項目以外は、原
則、所有者・管理者とあらかじめ協議の上予定を
記入してください。

即時対応可能なものは、改善済で報告してくださ
い。

予定の記入がない場合は、提出時に別途改善予
定計画書の報告を求める場合があります。

７ 「上記以外の調査項目」は、原則記入しない



3 調査結果図（別添１様式）
図面はA３を折りA4とし、下記の事項を記載してください。
①要是正の指摘があった箇所（既存不適格含む）
②写真を撮影した位置
③指摘事項（調査結果表の指摘番号を含む）

既存図面を複写して使用する場合、鮮明さが損なわれないように注意してくださ
い（室名や寸法が読めない、開口部がわからない等不鮮明な場合は差し替えを
求めることがあります。）
増築や間仕切り変更等の改修を行った場合は、必ず最新の図面としてください。
各図面には必ず図面名称を記入
平面図はできるだけ１枚に集約してください（平面図を2種類以上に分ける際は、
図面名称をわかるように記入する）

図面に明記すべき事項
• 防火設備の位置及び種類（特定かどうか、常時
閉鎖、随時閉鎖の区分を明記）

• 昇降機の位置及び種類（EV、小荷物専用昇降
機（フロア・テーブルの別）等）を明記する

• 延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の構造
（防火、耐火、準耐火構造等の種類）

• 防火区画の位置

線引きを色で分ける場合や、記号表記する場合は、
必ず凡例を記載してください。



4 関係写真（別添２様式）
既存不適格以外の要是正の指摘箇所の写真を添付する



５ 定期調査報告概要書（第36号の3様式）

• 定期調査報告概要書は、定期調査報告書の内容を転記するため、定期
調査報告書を作成後に作成し、同様の内容となるよう転記してください。

• 概要書は閲覧に供しますので、訂正印による修正は行わないでください。



６ 受付管理票（任意）
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７ 提出書類の綴り方

（１）正本１部
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８ チェックリスト
提出前にご確認お願いします





１ 定期検査報告書（第36号の8様式）

代表となる検査員の指名を記入（個人印）
自署で行う場合は押印を省略可

印

印

• 所有者と管理者が同じ場合、【２．管理者】欄に
「同上」、「所有者と同じ」として記入を省略可

• 複数の場合は別紙に記載

・正本副本に両方に押印
・法人の場合法人印を押印する

防火設備

面積が大きい順

既存不適格以外の要是正が１つでもあれば
チェックしない

検査対象
（建築基準法施行令第16条の3第2項，H28国土交通省告示第240号）
○随時閉鎖又は作動できる防火設備（防火ダンパーを除く）



当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入。３
名以上の場合、【８．備考】に記入

法人の場合、勤務先について記入。法人でない場合、調査者の
住所等を記入

建築士の資格で調査をする場合は、建築士法第23条の定めに
より建築士事務所の登録が必要です

検査対象設備に関する直前の
確認・検査済証の情報を記入

イ 今回の検査が終了した年月
日を記入（全ての検査が報告日
の3ヶ月以内）
ロ 初回の場合、未実施に☑



検査対象の防火設備についてチェック
※枚数等については 注意事項の「３第二面関係」⑫を参照

既存不適格以外の要是正
が１つでもあればチェック
しない

改善予定年月のうち、最も早いものを記入
改善済の場合はその年月を記入

防火設備の不具合をヒアリング等により把
握する（今回の検査の指摘事項ではない）

各欄で掲げられている項目以外で特に報告すべき事項を記入
（記入欄が不足する場合は別紙に必要な事項を記入し添付）
（例） ・今回の要是正項目で一部改善した項目

要是正の指摘事項を記入
（既存不適格の内容は記入不要）
※区画の概要も併せて記入



当該不具合が
生じた原因とし
て主として考え
られる

ものを記入（原
因が不明な場
合は「不明」と
記入）

今回の検査の指摘事項や、既存不適格の内容を記入する
様式ではありません
第三面に記入した場合は、第二面防火設備の不具合の発
生状況にも反映させる

第三面は、防火設備に係る不具合のう
ち、第二面各設備の検査状況におい

て指摘されるもの以外のものについて、
ヒアリング等により把握している場合の
み提出

当該不具合を
把握した年月
を記入

・改善実施済
→実施年月を
記入
・改善予定あり
→予定年月を
記入
・改善予定なし
→「－」を記入

不具合の箇
所を特定し
た上で、当
該不具合の
具体的内容
を記入

（区画の概
要も記載）

改善実施済み又
は改善予定あり
→具体的措置の
概要を記入
改善予定なし
→その理由を記
入



注意事項についての書類は添付不要



注意事項についての書類は添付不要



注意事項についての書類は添付不要



２ 検査結果表（別記第１号～第４号）







添付不要





添付不要







作成上の注意
1. 図面（検査結果図を除く。）のサイズは，原則Ａ４，又はＡ

３を折りＡ４としてください。
2. 既存図面を複写して使用する場合には，鮮明さが損なわれな

いように注意してください。（不鮮明な図面については，鮮
明な図面に差し替えを求めることがあります。）

3. 建物の増築や間仕切り変更等の改修を行った場合は、必ず最
新の図面を添付してください。

4. 各図面には，必ず図面名称（付近見取図，配置図）を記入す
る。

３ 検査結果図（別添１様式）



４ 関係写真（別添２様式）



５ 定期検査報告概要書（第36号の8様式）
• 定期検査報告概要書は、定期検査報告書の内容を転記するため、定期
検査報告書を作成後に作成し、同様の内容となるよう転記してください。

• 概要書は閲覧に供しますので、訂正印による修正は行わないでください。



６ 受付管理票
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７ 提出書類の綴り方

（１）正本 １部

（２）副本 １部

④
検
査
結
果
表

③
定
期
検
査
報
告
書

②
概
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８ チェックリスト
提出前にご確認お願いします





参考資料 既存不適格

内 容 条文等 基準が変
わった時期

竪穴区画が形成されていない 施行令第112条第9項 昭和44年
5月1日

排煙設備がない 施行令第126条の2 昭和46 年
1 月 1 日

非常用照明がない 施行令第126条の4,5 昭和46 年
1 月 1 日

非常用進入口がない 施行令第126条の6,7 昭和46 年
1 月 1 日

６階以上に居室がある場合に２以
上の直通階段がない 施行令第121条 昭和49 年

1 月 1 日

はめ殺し窓に硬化性シーリングが
使用されている

告示第109号第3第4号
の基準

昭和54 年
4 月 1 日

階段に手すりがない 施行令第25条 平成12 年
6 月 1 日

昇降機の乗場扉に遮煙性能がない 昭和56年建告第1111
号の廃止

平成14 年
6 月 1 日

耐震基準 昭和56年
6月１日

特定天井の構造方法
施行令第39条第3項,4
項、平成25年告示第
771号

平成26年
4月1日

防火戸に温度ヒューズを使用 施行令第112条 昭和49年
1月

防火シャッターに危害防止機構が
ない

告示第2563号（改正告
示第1392号)

平成17年
12月1日

主な既存不適格について



参考資料 よく見られる指摘事項

指摘の内容 番号

階段や廊下に障害物があり，避難の支障となっている。 5(3),5(14)

常時閉鎖式防火戸がくさび等で固定されているため、
火災時に機能しない。 4(33)

排煙窓が物品等でふさがれているため、作動しない。 5(29)

排煙窓のオペレーターが物品等でかくれているため、
操作できない。 5(29)

非常用照明が点灯しない。（特に球切れ，バッテリー
型のバッテリー切れ） 5(39)

敷地内通路や避難通路に扉や門が施錠され、避難の支
障となっている。 1(3)

敷地内通路の幅が法令で必要とされる幅を確保できて
いない。 1(4)

確認済証、検査済証の番号、年月日が間違っている。 第二面【６】

前回報告日を特定行政庁の受付日ではなく、提出日と
している。 第三面【１】

昇降機等の検査情報が未記入。 第三面【１】

よく見られる指摘事項と対応する調査結果表の番号（建築物）


